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鴛泊中学校 生活のきまり 

 

 

 

「仁愛
じんあい

剛毅
ご う き

」 ～思いやりの心・強い意志～ 

 

 この度は入学、進級おめでとうございます。鴛泊中学校での生活のきまりを一覧で配布

いたします。お忙しい中恐縮ですがご確認下さい。お子さまの成長のため今年度一年間

ご協力よろしくお願いします。 

 

 

 

鴛泊中学校生徒指導部 



 

 

2023 年度 鴛泊中学校生活のきまり 
生徒指導部 

 

１．登校・下校について 
・７時４５分～８時１５分までに席につけるように登校しましょう。 

・下校時間（部活動がある場合は 17：30、職員会議等で 16：00 の日もあります）を守りましょう。学

級や教科の取組で居残りする場合は担任の先生（と教科の先生）に伝えましょう。居残りで部活動に参加

できないときは事前に顧問の先生に伝えましょう。自主的に勉強で居残りすることもできます。 

・登下校は寄り道をせず、まっすぐ下校しましょう。本校では、自宅から校門までの最短の道順で通学路を

設定しています。落雪等の危険もあることから体育館横や美術室横を通り抜けて登下校することはできま

せん。 

・平日の登下校は自転車通学を認めていません。土曜、日曜、祝祭日の部活動参加時は、交通安全に気をつ

けて自転車通学をしても構いません。 

・登下校中に音楽を聴いたり、お菓子を食べたりしてはいけません。 

・登校後､学校の外へ出てはいけません。 

・当日の欠席や遅刻、早退をする場合は、学校 HP にある「連絡フォーム」か、８時１５分までに電話連絡

をしてもらいましょう。いずれにしても必ず保護者から連絡してもらいましょう。 

・遅刻した時、早退する時は職員室に寄って、報告するようにしましょう。 

・登下校時の服装は制服、又はジャージを着用しましょう。気温や天候に応じてハーフパンツでの登校も可

とします。 

 

 

２．授業を受ける約束 
・授業の３分前には教室に入り、１分前には着席して授業が開始できるように準備しておきましょう。 

・授業の始めと終わりには正しい服装できちんと礼をしましょう。 

・話を聞く、考える、問題を解くなど、やるべき活動に集中しましょう。授業中関係ないおしゃべりや行動

をしてはいけません｡ 

・先生に質問された時に答えたり、自分の考えを発表したりすることができるように集中して授業を受けま

しょう。 

・どの授業にも積極的に取り組みましょう。 

・服装は決められているとおりにきちんと着用しましょう。 

・授業中、ロッカーに学習用具を取りに行くなど立ち歩く必要がある場合は先生に一声かけましょう。 

 

 

３．朝読書について 
・朝読書の時間は予習や宿題をせず、静かに本を読みましょう。 

・読書の本は、マンガや雑誌、カタログ以外のものにしましょう。 

 

 

４．全校朝会について 
・朝会時にはトイレ、水飲みを済ませて各自で速やかに集合し、私語をしないで整列しましょう｡ 

 

 

 



 

 

 

 

 
５．休み時間について 

◯10 分休み 

・１０分休みは次の授業の準備時間です。授業の準備をしてから、トイレに行きましょう。３分前には教室

に入りましょう。授業開始１分前には、席に着きましょう。 

・忘れ物をしたときは、朝のうちに先生に報告に行きましょう。 

・教室の移動は授業開始の３分前までに終えるようにしましょう。 

・授業に遅れる場合は事前に先生に連絡しましょう。授業に遅れてしまった場合は、先生に理由を言ってか

ら席に着きましょう｡ 

◯昼休み 

・トランプ、百人一首、将棋、パズルなどは生徒会で管理します。インカルシの保管スペースから借りて、

その時間内に返却しましょう。（使用場所はインカルシスペースのみ） 

・ボ－ル遊びは昼休みに体育館で行い、使ったらきちんと片付けをしましょう。 

・教科の自主学習などで特別教室（コンピュータ室・音楽室・美術室等）を使用したい場合には、事前に担

当の先生に目的を伝えて許可をもらうとともについてもらいましょう。 

◯ベランダと校舎横の芝生の使用について 

・ベランダは、修繕が終わるまで使用することができません。 

・芝生の使用については別紙をよく確認しましょう。 

 

 

６．服装について ～学校はファッションの見せつけ､比べ合いの場ではないので派手にならないように～ 

 ・男女ともに本校指定の制服、又はジャージを着用しましょう。制服着用時は左胸に名札を付けましょう。 

 ・女子の制服はスラックスの着用も可とします。 

・制服着用日（儀式的行事、テスト、全校朝会、参観日などの行事がある時）があります。その日は制服で

生活することとし、体育の授業など着替えが必要な時にジャージへ着替えましょう。着替えた後はジャー

ジで生活しても構いません。 

 ・着替えは体育館にある更衣室で行いましょう。全校一斉の着替えでは男子がミーティングルーム、女子が

更衣室を使うよう指示する場合があります。 

 ・制服着用時の Y シャツやジャージ上着着用時の T シャツは裾をしまいましょう。 

 ・スカートの丈は膝頭が隠れる程度の長さとします。 

 ・6 月と１０月は制服の調整期間となり、夏服、冬服どちらを着用しても構いません。調整期間中の学校行

事などではどちらかに統一して着用する場合があります。切り替えは、夏服は 6 月の中間テスト、冬服

は 10 月の学校祭とします。 

 ・男子は冬服の上着を脱ぐ場合は中に Y シャツを着用しましょう。 

・ジャージ着用時は本校指定のハーフパンツを着用することができます。 

・天候や気温、室温から判断し、ハーフパンツで登下校や校内生活を送っても構いません。 

・校内では、制服、ジャージの上に衣類を着用することはできません。冬季は校内の温度が下がります。室

温や体調等により防寒が必要な場合は制服やジャージの中に厚着をして対応しましょう。また、フードの

ついている衣類をジャージの下に着ている場合、フードはジャージの内側に入れましょう。 

・アクセサリー等はつけてはいけません。ヘアゴム・ピンは､華美にならないものを使いましょう。 

・ウェーブ・染髪・整髪料は禁止です。 

 ・入試の際に不適切な服装・頭髪は、学校生活の中でも禁止です。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

７．持ち物について 
・持ち物（学習用具、部活道具、ジャージなど）には、名前を書きましょう。 

・靴箱は、上段に上靴、下段に外靴を入れてください。 

・学習用具は机の中やロッカーに置き、整理整頓しましょう。 

・鞄や靴は指定していませんが、学校生活を送ることを前提にしたものを使用しましょう。 

・授業に関係のないものは不要物とし、学校に持ってきてはいけません。（携帯電話、マンガ、雑誌、菓子

類など） 

・放送用の CD や教科で持参を指示された物、部活動における水分補給用の空のボトルは紛失や破損防止

のために使うとき以外は鞄に入れておきましょう。 

 ・不要物の扱いに関しては、「①没収の上、一時預かり → ②保護者連絡 → ③保護者に返却」とします。 

 ・腕時計を着用しても構いません。その場合、通信機能がないものを使用してください。 

・拾得物は担当の先生（松田先生）が２週間保管し、２週間以降、名乗り出ない場合はその拾得物を処分す

る。 

 

 

８．礼儀を身に付けた人になるために 
・登下校時や校内では、先生､友人､地域の人に自分からあいさつしましょう。 

・職員室に入退室は以下の手順で行いましょう。 

 

ノックをして静かにドアを開け 1 歩入ってから「失礼します」と言い、礼 

↓ 

その場で近くにいる先生に要件を伝える 

↓ 

要件を済ませる 

↓ 

職員室のドアの前に立って「失礼します」と言い、礼 

↓ 

ドアを静かに開けて退室する 

 

 ・職員室に入室する前には正しい服装であることを確認し、コート等の上着を脱いでから入りましょう。 

・相手に失礼のない言葉遣い（敬語）で話しましょう。 

 

 

９．公共物を大事にしよう 
・学校のもの、学級のものは公共物です。大切に使いましょう。 

・特別教室、体育館を使用した時は、後片付けをしっかりしましょう。 

・机やストーブ、教室や廊下の棚の上は座る場所ではないので座ってはいけません。 

・ゴミは自分が落としたものでなくても拾い、校舎をきれいに保ちましょう。 

・学校のものを使用するときは､必ず先生の許可を得るようにしましょう。 

・校内で壊れている場所やものを発見したときにはすぐに先生に知らせてください。自分で壊してしまった

時や紛失してしまった時はすぐに先生に報告しましょう。 

・校舎や備品の破損で修繕費がかかる場合は、教職員間で協議の上、状況によっては関係した生徒の家庭に

弁償してもらうこととなります。 

 

 



 

 

 

 

 

１０．校外生活について 
・外出時は保護者の方に行き先と帰宅時間を連絡しておきましょう。町では中学生だけでの外出時間は 19

時までと定めています。19 時以降の外出や送迎は保護者の方にお願いしましょう。 

  ※冬季は日没が早く、19 時前でも外が暗いので、出かける場合は保護者同伴や送迎してもらうなどし

ましょう。 

・外泊についてはそれぞれの保護者同士が了解していなければいけません。 

・総合体育館、町役場、スキー場のロッジなどの公共施設を利用するときは、あいさつをしっかりし、迷惑

がかからないようルールやマナーを守って利用しましょう。 

・公共施設の利用にあたって注意事項は別紙をよく確認しましょう。 

 

 

１１．部活動について 
・部活動は任意加入とし、入部する場合は３年間継続して行うことを基本としましょう。 

・１年生は体験入部期間によく考え、３年間を見通した部活動を選び、入部届を提出しましょう。 

・年度途中の入部、異動、退部希望がある場合には、保護者・担任の先生・顧問の先生と相談してください。 

・土・日の部活動への欠席・遅刻・早退については顧問の先生に保護者から連絡してもらいましょう。 

・遠征・大会出場の際は、部でまとまって行動しましょう。大会終了後の帰路、家庭の事情などで別行動の

必要が出てきた場合は、保護者から顧問の先生に連絡をしてもらいましょう。 

・休日の部活動や遠征、大会の際の持ち物のルールは、その競技や活動に必要なもの以外は普段の学校生活

に準ずるものとします。 

・冬休み中、卒業式後の３年生の部活動参加については、後輩の育成、進路等で継続的に練習を続ける必要

がある時には、保護者了承、顧問の承諾のもと各部で活動期間を設定し参加することができる。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ベランダ使用のルール 

生徒指導部 

 

 

１．手すりには近寄らない、よりかからない。 

２．ベランダに物を持ち込まない。 
３．下に物や唾を落とさない。 
４．走り回らない。 

５．窓から出入りしない。 
６．雨の日には出ない。 

７．鍵をかけてベランダに人を閉じ込めるようなこと  
 をしない。（遊びの場としない） 

８．他の教室の方には行かない。自分の教室の前のみ   
とする。（ベランダから他の教室に出入りしない） 

９．人を落とそうとしたり押そうとするなどの危険な  
 行為は一切禁止。 
10. ストーブを使用している時は、ベランダ使用を認めな

い。 
 

 以上の点が一人でも守れなければ、全学年ベランダへの出入りを禁止します。 

 また、ベランダに出ることによりチャイム席が守れなかった場合についても

同様です。 

 ベランダは遊びまわるところではなく、気分転換をする場所であることを踏

まえ、自分たちでルールを守ることができるように、お互いに声をかけ合って

利用しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

校舎横の芝生使用のルール 
生徒指導部 

 

 

１．使用は昼休みのみとします。 

２．雨の日は使用しない。 
３．開放するのは以下の範囲とし、道路や町営住宅、体育館

横へは行かないようにしましょう。 

 
４．校舎に入る時は服の汚れ等で校舎内を汚さないように

しましょう。 
 

 

 

 

 

 

使用可能 

エリア 



 

公共施設利用にあたっての注意事項 

 

 生徒指導部 
 

 総合体育館、役場をはじめとする地域の公共施設を利用するにあたり、気をつけてほしいことをまと

めました。どのような場所を使用するにせよ、「使用させていただいている」という意識を忘れずに利用

するようにしましょう。 
 

１．使用希望がある時は必ず事前に施設管理者に連絡をとり、許可をとること。その際、きちんと学校

名と名前を名乗り、何名で何時間使用したいか申し出ること。事前の電話連絡がつながらない場合

は、直接施設には行かずその日の使用はあきらめること。 
 

２．使用の際は使用時間を厳守すること。なお、終了１５分前までには後片付けと清掃を開始し、終了

時刻には施設から出ていること。 
 

３．ゴミの始末はきちんとすること。総合体育館ではアリーナ、ギャラリー等にゴミを残すことのない

ようにする。 
 

４．荷物の置き場所や飲食場所については、必ず指定の場所を守ること。 
 

５．施設内の物を破損してしまった場合は、すぐに施設管理者に報告・謝罪するとともに、その後の指

示に従うこと。また、保護者および学校（担任）へも必ず報告すること。 
 

６．何か不明なことがある場合は必ず施設管理者に尋ね、指示をあおぐこと。 
 

７．１９：００以降に帰宅する場合は保護者同伴で帰宅すること。 
 

☆グラウンドおよび球場の使用について 
  春先は地面は出ていますが、使用許可がおりるまでは遊んだり部活動で使用することはできません。

転圧（ローラーなどで地盤を固めること）され、許可がおり次第みなさんにも連絡するので、それまで

は使用しないでください。 
  
  自分たちの楽しみを守るためには、自分たちでルールを守ることができるように、 お互いに声を

かけ合って気をつけてください。 
 

 

 



 

体育館使用のルール 
生徒指導部  

 【基本的なルール】 

 ・５分前には片付けて教室に戻りましょう。 

 ・使用したものは元の場所に戻しましょう。 

 ・どのボールも蹴ることは禁止します。 

 ・体育館の壁やキャットウォークの柵にボールや用具を強くぶつけないでください。 

 

 

 【使用してよい物】 

・バレーボール  ・バスケットボール  ・ラケット、シャトル 

  ・ソフトミニバレーボール  ・バランスボール  ・フラフープ 

 

 

 【体育館割当：先生】 

 月 火 水 木 金 

担当学年 １学年 ２学年 ３学年 １学年 ２学年 

 

 

 【その他】 

 ・上記に関わり、改善点や要望があれば指導部を中心に教職員で検討していきます。 

  ⇒内容によっては生徒会役員で検討 

 ・昼休みに芝生やグラウンドで遊びたい場合は必ず学年の先生に伝え、無断で外に出ないようにしましょう。 

 


